
（日本郵政共済組合）

【送付先】〒330-9793　埼玉県さいたま市中央区新都心3-1　　日本郵政共済組合 共済センター　被扶養者担当　あて

〒 －

〒 － 〒 －

2024.5 改正 ＜被扶養者担当＞

印 システム入力

取消審査 １審□ 印 ２審□ 印 取消審査

⑩被扶養者の
マイナンバー 別添、被扶養者等申告書（マイナンバー）のとおり 別添、被扶養者等申告書（マイナンバー）のとおり

以下は共済組合で使用しますので、記入しないでください。
受付印 取消年月日 平成　・　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日 取消年月日 平成　・　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

被扶養者証回収の
有無 印 被扶養者証回収の

有無 印

１審□ 印 ２審□

システム入力 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

有　　　・　　　無　　　・　　　亡失

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

有　　　・　　　無　　　・　　　亡失

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

⑧1年の収入額
（年収）

「⑦被扶養者の要件を欠いた理由」が「4.収入増加」に該当する場合にのみ、ご記入ください。
所得金額ではなく、税控除前の金額を記入してください。課税非課税問わず全ての収入を記入してください。

円 円
⑨被扶養者の要件を
欠いた年月日

4.平成
５.令和 　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 4.平成

５.令和 　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

⑦被扶養者の要件を
欠いた理由

都　道
府　県

⑤職業
※現在の状況をお知らせください。

④被扶養者住所

 1.同居　　　　　　　　2.別居
（｢別居」の場合は、被扶養者の住所を記入してください。

住所は住民票に登録されているものと同じ住所を記入してください｡）

 1.同居　　　　　　　　2.別居
（｢別居」の場合は、被扶養者の住所を記入してください。

住所は住民票に登録されているものと同じ住所を記入してください｡）
都　道
府　県

⑥収入の種類
※⑤の収入に該当するもの全てに〇

をつけてください。

性別 1.男　　　2.女

③生年月日 3.昭和　　   4.平成
5.令和 年 月 日 3.昭和　　   4.平成

5.令和 年

②続柄・性別 続柄 性別 1.男　　　2.女 続柄

月 日

①被扶養者氏名
(フリガナ) (フリガナ)
(姓) (名) (姓) (名)

部
課
係

ｾﾝﾀｰ
(  　　　　　  )※日中繋がる電話番号を記入してください。 ※勤務局所に連絡する場合があります。

⑨1年の収入額
(年収) 円

⑩単身赴任
※該当する方のみ記入してください。

 1.はい　　 2.いいえ  ⑪
⑩が「1.はい」の場合、住民票登録は単身赴任先でしょうか

 1.はい　　 2.いいえ

⑥
平日昼間
連絡先TEL

(            ) ⑦
勤務局所
TEL

(            ) ⑧
勤務
局所

郵便局
店

本社
支社

( 　　　　　   )

【取消用】被扶養者等申告書

月 日(姓) (名)

⑤現住所

③組合員氏名
(フリガナ)

④生年月日
3.昭和

4.平成
年

※　認定取消の申告書類等は事実発生日の翌日から５日以内に共済組合に提出してください。
提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。

被扶養者について以下のとおり申告します。
記入した事項について事実に相違ありません。また、認定後において、認定要件を欠いた場合には速やかに届出します。
なお、虚偽の申告又は届出を怠り給付金を受給した場合は、速やかに共済組合あて返還することを誓約します。

①申告年月日 令和　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　日 ②組合員番号
(社員番号)

1.無職 2.パート・アルバイト ３.派遣

4.小・中・高・大学生（　　年生） ５.自営業

6.会社員 7.その他（ )

都 道

府 県

1.給与（賞与、交通費等含む） 2.年金（老齢・退職・遺族・障害）

3.企業年金・個人年金 4.事業収入・不動産収入

5.配当金（株式・投信等） 6.雇用保険（失業給付）

7.傷病手当金／育児休業手当金 8.その他（ ）

印

印

1.就職 2.他の社会保険に加入 3.雇用保険受給開始

4.収入増加 5.離婚 6.結婚 7.扶養替

8.死亡 9.別居 10.自立 11.後期高齢者医療制度に加入

12.その他（ ）

被扶養者の要件を欠いていて「【取消用】被扶養者等申告書」及び「【取消用】被扶養者等申告書（マイナンバー)」をまだ提出していない場合に、この様式を
記入（消せるボールペンは使用不可）して提出してください。様式に添付する確認資料等については、裏面をご覧ください。

1.無職 2.パート・アルバイト ３.派遣

4.小・中・高・大学生（　　年生） ５.自営業

6.会社員 7.その他（ )

1.給与（賞与、交通費等含む） 2.年金（老齢・退職・遺族・障害）

3.企業年金・個人年金 4.事業収入・不動産収入

5.配当金（株式・投信等） 6.雇用保険（失業給付）

7.傷病手当金／育児休業手当金 8.その他（ ）

1.就職 2.他の社会保険に加入 3.雇用保険受給開始

4.収入増加 5.離婚 6.結婚 7.扶養替

8.死亡 9.別居 10.自立 11.後期高齢者医療制度に加入

12.その他（ ）

有　　　・　　　無　　　・　　　亡失

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

有　　　・　　　無　　　・　　　亡失

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

有　　　・　　　無　　　・　　　亡失

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

53
54
54
-3
-K
-0
82
67
1



「【取消用】被扶養者等申告書」及び「【取消用】被扶養者等申告書（マイナンバー)」と併せて取消理由に応じた確認資料を提出してください。
　※　共済組合所定の様式は原本を、それ以外の書類は写し（コピー）を提出してください。

「被扶養者の認定取消」ページ
取消手続の必要書類は、対象者により異なりますので、 詳しくは、
共済組合ホームページをご確認ください。

「年収の壁・支援強化パッケージ」ページ
一時的な収入変動による収入増加（｢130万円の壁」への対応）
に該当する方は、参照ください。

 送金の停止  ・次の①又は②及び③～⑤の書類すべて
   ①住民票（取消対象者の転入日が分かるもの）
      ※マイナンバー（個人番号）の記載がないものを提出してください。
   ②住民票除票（別居した日がわかるもの）
   ③様式「給与等証明書［取消用]｣（被扶養者の月額の収入が確認できるもの）
   ④扶養関係を解消する事由・日付を記載した様式「事実申立書」
   ⑤別居した日からの送金の事実がわかる通帳等
      ※現金の手渡し及び口座からの引き出し等による生計維持は認められません。

 ・次の①～②のいずれかの書類
   ①年金保険証書
   ②初回支給分の振込通知書

 雇用保険等受給開始
 ・失業給付を日額3,612円以上受給し始めた  ・雇用保険受給資格者証（全てのページ）

   ※第1面に基本手当日額、第3面に受給開始日が明記されていること。

 個人年金等
 ・公的年金以外の年金保険金の受給開始

 認定取消理由  確認書類

 国内居住要件非該当（日本国内に住民票がなくなった、もしくは居住の実態がない）

 ・次の①～④のいずれかの書類
   ①辞令
   ②雇用契約書（就職日が記入されているもの）
   ③雇用条件通知書（就職日が記入されているもの）
   ④健康保険証（資格取得日が採用日となっているもの）

 就職
 ・日本郵政グループ各社に就職した場合も含む

 他の社会保険に加入
 ・日本郵政共済組合の組合員となった場合も含む
 ・後期高齢者医療制度に加入※
   ※75歳以上の方又は65歳以上75歳未満の方で
      後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けている方

 ・次の①～②のいずれかの書類
   ①健康保険証（満75歳の場合は資料の添付は不要です｡）
   ②被保険者記録照会回答票
      ※退職等により、加入した社会保険の資格を喪失している場合は、年金
         事務所で「被保険者記録照会回答票」を取得して、提出してください。

 扶養替
 ・共同扶養者の収入が組合員の収入を上回った
   ※共同扶養者の収入差が1割の範囲を超えた場合

 ・次の①～②の書類すべて
   ①組合員及び共同扶養者の収入を証明する資料（直近の給与明細等）
   ②扶養替する日付及び共同扶養者の被扶養者となれることを確認した旨を
      記載した様式「事実申立書［収入逆転による扶養替]」

 収入増加
 ・パート等での給与収入が月額108,334円以上となった等
 ・自営業収入が年額130万円以上となった

 ・様式「給与等証明書［取消用]」
 ・直近の確定申告書及び収支内訳書

 日本国籍を有している場合  ・次の①又は②及び③～④のいずれかの書類
   ①住民票がない方･･･住民票除票（国外へ転出した日がわかるもの）
   ②住民票がある方･･･渡航の事実が確認できる書類（パスポート、出入国記録等）
   ③就労ビザ
      ※翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
   ④就労を目的として渡航していることを記載した様式「事実申立書」
      ※ビザが発行されない国に渡航している場合に提出してください。

 公的年金（老齢・障害・遺族・企業年金）
 ・年金の受給開始、年金額の増額で月額150,000円以上
   となった

 ・次の①～③のいずれかの書類
   ①年金決定通知書
   ②年金証書及び初回年金額の振込通知書
   ③年金額改定通知書（年金増額となった場合）

｢【取消用】被扶養者等申告書」等の送付先
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
日本郵政共済組合共済センター　被扶養者担当

郵政共済 認定取消

提出いただいた書類に不備、不足がある場合は、追加で書類を求めることがあります。
なお、必要な書類の提出にご協力いただけないときは、日本郵政共済組合の職権に
より被扶養者の認定を取り消すことがあります。

郵政共済 130万の壁
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